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調査に協力を
「2023年漁業センサス」
　漁業の実態を明らかにするため、全
国一斉に実施される統計調査です。
　10月中旬から調査員証を携帯した
調査員が、漁家や漁業を営む会社を訪
問するので、調査に協力してください。

企画政策課企画調整班（☎62-5397） 

10月16日～22日は
「行政相談週間」
　行政相談とは、国や独立行政法人な
どに関する苦情や意見・要望など「ど
こに相談すればいいか分からない」「苦
情を言いたいけど、直接窓口には言い
たくない」といった場合に、公正・中
立の立場から相談を受けて、行政の制
度や運営の改善を図る制度です。
　相談は無料で、事前の予約も不要で
す。相談者の秘密は守られます。
日時／11月14日（火）　午後１時30分
～３時30分
場所／市役所１階

市民生活課市民生活支援班（☎62-5 
396）

働くことに悩みを抱えている若者へ
無料の相談会を開催
　仕事に関する不安を解消し、就労に
向かえるよう相談会を開催します。
日時／10月27日（金）　午前10時～午
後３時　※要予約。
場所／あさひ市民センター２階　小会
議室
対象／15歳から50歳未満の自立に悩
む無職の人、またはその家族
費用／無料

ちば北総地域若者サポートステー
ション（☎0476-24-7880）

緊急地震速報の訓練
身を守る行動をしましょう
　全国的な緊急地震速報の訓練を実施
します。緊急地震速報を見聞きしてか
ら強い揺れが来るまでの時間はごくわ
ずかです。この機会に、身を守る訓練
をしましょう。
日時／11月２日（木）　午前10時
伝達方法／防災行政無線、防災あさひ
メール、市ホームページ・ＳＮＳ

総務課地域安全班（☎62-5311）

広い園庭・園舎で遊ぼう
２才児親子サークル
　親子で行う体育遊び、楽しく作って
遊べる製作や、紙芝居・大型絵本など
楽しく過ごせるものを用意しています。
日時／10月30日（月）　午前９時30分
～
場所／旭幼稚園　ホール
費用／年額500円　※名札バッチ代、
教材費など含む。
申し込み方法／事前に電話で申し込ん
でください。

旭幼稚園（☎62-0788）

雇用対策のために協力を
｢労働力調査｣
　国の経済政策や雇用対策の基礎資料
を作成するための調査です。
　調査員証を携帯した調査員が訪問す
るので、調査に協力してください。
期間／11月～令和６年１月
対象地区／松ケ谷地区、岩井地区の一
部

千葉県総合企画部統計課（☎043-22 
3-2220）

　「頼んでいない商品が届いて、後から請求を受けた」「身
に覚えのない商品が代引きで届き、料金を支払ってし
まった」など、送り付け商法に関する相談が寄せられて
います。
【事例１】
　夫宛てに大手通販業者から郵便が届き、開封すると「つ
けまつげ」が入っていた。不審に思い夫に確認すると注
文してないと言う。プレゼントの表示があるが、送り主
の名前に覚えはない。
【事例２】
　頼んだ覚えのないレッグウォーマーが届き、受け取り
拒否をした。その後、請求書などが届いたが受け取り拒
否をして業者に連絡を入れた。しばらくしてから、弁護
士事務所から商品代金未納の通知書が届いた。
アドバイス
◦身に覚えのない商品が届いたら、周りの人に確認をし

てみましょう。家族が注文していたり、親戚や友人が
プレゼントとして贈ったものだったりする可能性もあ
ります。それでも分からない場合は、伝票に記載の発
送元に確認しましょう。

◦送り付けられた商品は、悪質業者が無作為に送ったも
のだと思われます。特定商取引法により、個人宛てに
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することが

できます。商品を開封し処分しても、金銭を支払う必
要はありません。業者から請求されても応じないよう
にしましょう。

◦請求書が商品に同封されていない場合、クレジット
カード会社から請求される場合もあります。しばらく
は請求明細を確認し、不審な請求があったらカード会
社に問い合せましょう。

◦「弁護士事務所からの通知」や「裁判所からの支払い督
促」など、真偽の判断が難しい書類が送られてくるケー
スもあります。

◦不安に思った場合や、トラブルになったときは消費者
ホットライン（☎188）や消費生活センターに相談して
ください。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話

（☎62-8019）
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